
                              

 

寒河江市社会教育関係団体の認定に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会教育に関する事業を行う団体を社会教育関係団体として認定し、その

認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

（社会教育関係団体の要件） 

第２条 社会教育関係団体は、公の支配に属さない団体で、次に掲げる要件を備えなければなら

ない。 

⑴ 市内に活動の本拠を有し、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、その事業を

継続的かつ計画的に行う団体であること。 

⑵ 規約又は会則を有し、団体意思を表明する代表者が明確であり、団体の意思を決定し、執行

する機構を有すること。 

⑶ 独立した経理及び監査の機能が確立していること。 

⑷ 第４条第１項に規定する認定申請時の団体の構成員がおおむね１０人以上であること。ただ

し、同条第４項の規定により引き続き認定を受けようとする場合は、団体の構成員が３人以上

であること。 

⑸ 団体の構成員の半数以上又は代表者が市民であり、事務局が市内にあること。 

⑹ 自主財源を持ち、団体が事業に要する経費を最大限に負担するよう努力していること。 

２ 前項の要件を備えている団体であっても、政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的と

する団体は除外するものとする。 

（社会教育関係団体の範囲） 

第３条 社会教育関係団体の範囲は、前条に規定する要件を有し、次に掲げる団体を標準とする。 

⑴ 青少年教育に関係する団体 

⑵ 成人教育に関係する団体 

⑶ 生涯学習に関係する団体 

⑷ その他社会教育に関する事業を行う団体 

２ 前項に規定する団体の具体的な基準については、別表第１に定めるものとする。 

（認定等） 

第４条 社会教育関係団体の認定を受けようとする団体は、社会教育関係団体認定申請書（様式

第１号。以下「申請書」という。）に関係書類を添え、教育委員会（以下「委員会」という。）

に申請するものとする。 

２ 委員会は申請書の提出があった場合は、これを審査し、認定したときは社会教育関係団体認

定通知書（様式第２号）により通知するものとする。ただし、別表第２の公認団体については、



申請を要しない。 

３ 前項の規定による審査により、認定しないときは、社会教育関係団体認定却下通知書（様式

第３号）により通知するものとする。 

４ 第２項の規定による認定の有効期間は、認定された日から３年を経過した日が属する年度の

６月末日までとする。 

５ 引き続き認定を受けようとする団体は、認定の有効期間の満了する日の１月前までに、第１

項に規定する書類をもって委員会に申請するものとする。 

（認定の取消し） 

第５条 委員会は、社会教育関係団体の認定を受けた団体（以下「認定団体」という。）であっ

ても、第２条の要件を失ったと認められるときは、認定を取り消すものとし、社会教育関係団

体認定取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（変更届） 

第６条 認定団体は、代表者名等を変更した場合は、社会教育関係団体変更届出書（様式第５号）

により速やかに委員会に届け出るものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表第１ 

団 体 の 範 囲 基 準 

⑴  青少年教育に関係する団

体 

① 小学校及び中学校に就学する者で構成されている団体と

する。 

② 義務教育終了後からおおむね３５歳未満の者で構成されて 

いる青年団体とする。 

③ 青少年の健全育成を図ることを目的とする青少年育成団 

体（各学校ＰＴＡ組織等。ただし、部活動の保護者会は除

く。）とする。 

⑵  成人教育に関係する団体 ①  成人である女性で構成されている女性団体とする。 

② おおむね６０歳以上の者で構成されている高齢者団体とす 

る。 

③  視聴覚機材や教材を利用する学習及び作品の制作を行う 

  視聴覚教育関係団体とする。 

⑶  生涯学習に関係する団体 趣味や教養を通じて公民館事業等に参画し、地域の活性化 

を目的とする団体とする。ただし、同一企業等に勤務する者 

で構成している団体は除く。 

① 芸術、文化活動を行う団体及び文化財の保存や歴史研究 

等を目的とする団体とする。 

② 各種スポーツやレクリエーションを行う団体とする。 

⑷  その他の団体 上記に掲げる団体以外で、主として社会教育に関する活動 

を行う団体 

 

別表第２ 

NO 公認団体名 NO 公認団体名 

１ 寒河江市財産区 ９ 寒河江市町会長連合会 

２ 寒河江市土地開発公社 10 寒河江市環境衛生組合連合会 

３ 寒河江市公民館連絡協議会 11 寒河江市防犯協会連合会 

４ 寒河江市芸術文化協議会 12 寒河江市社会福祉協議会 

５ 寒河江市子ども会育成連合会 13 寒河江市ＰＴＡ連合会 

６ 寒河江市スポーツ協会 14 寒河江市スポーツ少年団 

７ 寒河江市消防団 15 寒河江市総合スポーツクラブ 

８ きららクラブ寒河江（寒河江市老人クラ

ブ連合会） 
16 寒河江市交通安全推進協議会 

※上表団体に加盟する下部団体、地区婦人会及び、地区若妻会を含む。 

 


